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○ 選挙管理委員会告示 

 74 候補者一人につき支出することのできる金額の制限

額 

選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第74号 

 平成21年8月30日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

いて、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条の規定

により、選挙運動に関し候補者1人について支出することの

できる金額の制限額は次のとおりである。 

  平成21年8月18日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

和歌山県第1区 23,826,400円 

和歌山県第2区 22,611,300円 

和歌山県第3区 23,673,900円 
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